
12  在宅で利用できるサービス
　在宅で利用できるサービスには、家庭に訪問してもらうサービス、施設に日帰りで通うサービス、短期
入所サービス、その他のサービスがあります。
　自己負担額のめやすは、1割負担で算出しています。利用するサービス等により、各種加算等が生じ
る場合があります。

介護予防・日常生活支援総合事業
訪問型サービス

事業 支援

家庭に訪問してもらうサービス

ホームヘルパーが自宅を訪問し、身体介護や生活援助を行います。認知機能や
運動器機能の低下により身体介護を含む生活援助が必要な方が対象です。

●訪問介護相当サービス

訪問サービス事業者の職員が自宅を訪問し、生活援助を行います。
（掃除、買い物などの簡易な生活援助）

●一般事業者訪問型サービス（訪問型サービスA－②）

ホームヘルパーが自宅を訪問し、生活援助を行います。
（身体介護を伴わない調理、掃除などの生活援助）

●指定事業者訪問型サービス（訪問型サービスA－①）

リハビリテーション等の専門職が、自宅を月に1回程度訪問し、生活環境調整や
日常生活動作の助言等を行います。
（退院直後など集中的に専門職が関わることで改善が見込める方が対象）
※短期集中型通所サービスと一体的に実施します。

●短期集中訪問型サービス（訪問型サービスC）

●自己負担額のめやす（月単位の定額）

週1回程度の利用
週2回程度の利用
週2回程度を超える利用

1か月1,176円（原則 要支援1・2）
1か月2,349円（原則 要支援1・2）
1か月3,727円（原則 要支援2のみ）

…………
…………

…

週1回程度の利用
週2回程度の利用
週2回程度を超える利用

1か月1,011円（総合事業対象者、要支援1・2）
1か月2,020円（総合事業対象者、要支援1・2）
1か月3,205円（要支援2のみ）

…………
…………

…

●自己負担額のめやす（月単位の定額）

●自己負担額のめやす

利用時間30分まで
利用時間1時間まで

1回  70円
1回120円

………
………

●自己負担額のめやす

1回………………無料

支援

事業 支援

事業 支援

事業 支援

　訪問介護員（ホームヘルパー）に自宅を訪問してもらい、食事、入浴、排泄等の身のまわりの支援など
を受けることができます。

　介護保険はみなさんの保険料や公費によって成り立つものです。原則として次のようなサービスは
介護保険の対象とはなりません。全額自己負担での利用となります。

訪問介護 ～ホームヘルプサービス～

訪問介護で できること

訪問介護で できないこと

利用者本人を直接援助するサービス身体介護

介護

・食事、入浴、排泄、衣類の着脱の介助
・身体の清拭、洗髪の介助　など
※世帯や家族の状況にかかわらず、利用する
　ことができます。

通院等乗降介助

・通院等のための乗車または降車の介助及び
　その前後に行う必要な介助

①利用者本人以外のための援助（利用者以外の部屋の掃除など）
②日常生活に支障がない援助（庭の草むしりなど）
③日常的に行う家事の範囲を超える援助（大掃除など）

・早朝（午前  6時～午前8時）は25％増　 ・夜間（午後6時～午後10時）は25％増
・深夜（午後10時～翌朝6時）は50％増

※初回加算、介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。

利用者の生活を援助するサービス生活援助

・食事の用意や衣類の洗濯
・住居等の清掃や生活必需品の買物　など

※介護保険で生活援助が利用できるのは、
　次のような場合です。
①利用者が一人暮らしの場合
②家族など同居者がいるが病気等の理由に
　より家事を行うことが困難である場合

（要介護1～5の方）訪問介護介護

身体介護

20分未満
20分以上30分未満
30分以上1時間未満
1時間以上1時間30分未満
1時間30分以上（30分増すごとに） 
生活援助20分以上45分未満
45分以上

生活援助

167円
250円
396円
579円

84円を加算
183円
225円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

通院等乗降介助 1回につき 99円
※別途運賃が必要となります。
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　訪問介護員（ホームヘルパー）に自宅を訪問してもらい、食事、入浴、排泄等の身のまわりの支援など
を受けることができます。

　介護保険はみなさんの保険料や公費によって成り立つものです。原則として次のようなサービスは
介護保険の対象とはなりません。全額自己負担での利用となります。

訪問介護 ～ホームヘルプサービス～

訪問介護で できること

訪問介護で できないこと

利用者本人を直接援助するサービス身体介護

介護

・食事、入浴、排泄、衣類の着脱の介助
・身体の清拭、洗髪の介助　など
※世帯や家族の状況にかかわらず、利用する
　ことができます。

通院等乗降介助

・通院等のための乗車または降車の介助及び
　その前後に行う必要な介助

①利用者本人以外のための援助（利用者以外の部屋の掃除など）
②日常生活に支障がない援助（庭の草むしりなど）
③日常的に行う家事の範囲を超える援助（大掃除など）

・早朝（午前  6時～午前8時）は25％増　 ・夜間（午後6時～午後10時）は25％増
・深夜（午後10時～翌朝6時）は50％増

※初回加算、介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。

利用者の生活を援助するサービス生活援助

・食事の用意や衣類の洗濯
・住居等の清掃や生活必需品の買物　など

※介護保険で生活援助が利用できるのは、
　次のような場合です。
①利用者が一人暮らしの場合
②家族など同居者がいるが病気等の理由に
　より家事を行うことが困難である場合

（要介護1～5の方）訪問介護介護

身体介護

20分未満
20分以上30分未満
30分以上1時間未満
1時間以上1時間30分未満
1時間30分以上（30分増すごとに） 
生活援助20分以上45分未満
45分以上

生活援助

167円
250円
396円
579円

84円を加算
183円
225円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

通院等乗降介助 1回につき 99円
※別途運賃が必要となります。
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　看護師などに自宅を訪問してもらい、主治医の指示のもと、療養上のお世話や必要な診療の補助を
受けることができます。

訪 問 看 護 介護

※1）本人の状況により利用できない場合や、事業所によっては提供していない場合があります。
※初回加算、特別管理加算等の各種加算があります。

（要支援1・2の方）介護予防訪問看護

（要介護1～5の方）訪問看護介護

内　　容

要支援1・2

訪問看護ステーション
が行う場合

医療機関が行う場合

要介護1～5 要支援1・2 要介護1～5
20分未満 ※1
20分以上30分未満
30分以上1時間未満
1時間以上1時間30分未満

302円
450円
792円

1,087円

313円
470円
821円

1,125円

255円
381円
552円
812円

265円
398円
573円
842円

時　　間

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

・早朝（午前  6時～午前8時）は25％増 　・夜間（午後6時～午後10時）は25％増
・深夜（午後10時～翌朝6時）は50％増

・血圧や脈拍などの病状のチェック
・床ずれの予防や処置
・経管栄養、在宅酸素療法に使う機器などの管理や医療処置

支援

支援

　入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで自宅に訪問してもらい、入浴の介助を受けることがで
きます。

訪 問 入 浴 介 護 介護

（要支援1・2の方）介護予防訪問入浴介護

（要介護1～5の方）訪問入浴介護　介護

支援

支援

要支援1・2の方
要介護1～5の方

1回につき
1回につき

852円
1,260円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

※初回加算や介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。

　通院が困難な場合など、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリの専門職に自宅に
訪問してもらい、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを受けることができます。

訪問リハビリテーション 介護

※単一建物居住者とは、養護老人ホーム、有料老人ホーム、マンションなどの集合住宅等に入所または
　入居している利用者のうち、同じ事業所から同一月に訪問診療や居宅療養管理指導を受ける場合の
　ことをいいます。

（要支援1・2の方）介護予防訪問リハビリテーション

（要介護1～5の方）訪問リハビリテーション介護

単一建物居住者
1人に対して
行う場合

単一建物居住者
2～9人に対して

行う場合

単一建物居住者
10人以上に対して

行う場合

医師が行う場合

歯科医師が行う場合

1か月に2回を限度 514円 486円 445円

516円 486円 440円

565円 416円 379円

517円 378円 341円

544円 486円 443円

524円 466円 423円

361円 325円 294円

1か月に2回を限度

1か月に2回を限度

1か月に4回を限度

1か月に2回を限度

1か月に2回を限度

1か月に4回を限度

病院又は診療所の
薬剤師が行う場合

薬局の薬剤師が行う場合 （がん末期等の患者の
場合は月8回を限度）

居宅療養管理指導を行う事業所の
管理栄養士が行う場合

居宅療養管理指導を行う事業所以外の
管理栄養士が行う場合

歯科衛生士等が歯科医師
の判断に基づき行う場合

支援

支援

居宅療養管理指導 介護

（要支援1・2の方）介護予防居宅療養管理指導

（要介護1～5の方）居宅療養管理指導介護

支援

支援

要支援1・2の方　要介護1～5の方 1回につき 307円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

　要介護（要支援）認定を受けた方やその家族は、医師、歯科医師、薬剤師などに訪問してもらい、療養
上の管理指導を受けることができます。ただし、継続的な居宅療養管理指導の必要のない方や家族や
介助者等の助けを借りずに通院できる方は利用できません。

※サービス提供体制強化加算等の各種加算があります。
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　通院が困難な場合など、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのリハビリの専門職に自宅に
訪問してもらい、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを受けることができます。

訪問リハビリテーション 介護

※単一建物居住者とは、養護老人ホーム、有料老人ホーム、マンションなどの集合住宅等に入所または
　入居している利用者のうち、同じ事業所から同一月に訪問診療や居宅療養管理指導を受ける場合の
　ことをいいます。

（要支援1・2の方）介護予防訪問リハビリテーション

（要介護1～5の方）訪問リハビリテーション介護

単一建物居住者
1人に対して
行う場合

単一建物居住者
2～9人に対して

行う場合

単一建物居住者
10人以上に対して

行う場合

医師が行う場合

歯科医師が行う場合

1か月に2回を限度 514円 486円 445円

516円 486円 440円

565円 416円 379円

517円 378円 341円

544円 486円 443円

524円 466円 423円

361円 325円 294円

1か月に2回を限度

1か月に2回を限度

1か月に4回を限度

1か月に2回を限度

1か月に2回を限度

1か月に4回を限度

病院又は診療所の
薬剤師が行う場合

薬局の薬剤師が行う場合 （がん末期等の患者の
場合は月8回を限度）

居宅療養管理指導を行う事業所の
管理栄養士が行う場合

居宅療養管理指導を行う事業所以外の
管理栄養士が行う場合

歯科衛生士等が歯科医師
の判断に基づき行う場合

支援

支援

居宅療養管理指導 介護

（要支援1・2の方）介護予防居宅療養管理指導

（要介護1～5の方）居宅療養管理指導介護

支援

支援

要支援1・2の方　要介護1～5の方 1回につき 307円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

　要介護（要支援）認定を受けた方やその家族は、医師、歯科医師、薬剤師などに訪問してもらい、療養
上の管理指導を受けることができます。ただし、継続的な居宅療養管理指導の必要のない方や家族や
介助者等の助けを借りずに通院できる方は利用できません。

※サービス提供体制強化加算等の各種加算があります。
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通所介護施設で、日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を行います。
●通所介護相当サービス 支援

介護予防・日常生活支援総合事業
通所型サービス

事業 支援

日帰りで通うサービス

通所介護施設で、心身機能の低下がみられる方に運動メニューや認知症予防
プログラムなどを行います。

●体と脳の機能アップ教室（通所型サービスA－①）

●自己負担額のめやす（月単位の定額）

原則 要支援1・2

原則 要支援2

1か月1,672円（週1回程度の利用）

1か月3,428円（週2回程度の利用）

……

…………

●自己負担額のめやす（月単位の定額）

総合事業対象者、要支援1・2

総合事業対象者、要支援2

1か月1,338円（週1回程度の利用）

1か月2,742円（週2回程度の利用）

…

……

通所介護施設で、心身機能の低下がみられる方にリハビリに特化した介護予防
プログラムを行います。

●足腰機能アップ教室（通所型サービスA－②） 支援

●自己負担額のめやす（月単位の定額）

総合事業対象者、要支援1・2

総合事業対象者、要支援2

1か月1,254円（週1回程度の利用）

1か月2,571円（週2回程度の利用）

…

……

事業

事業

下肢筋力やバランス等を改善する運動機能向上プログラムを
集団で行います。1クール12回のプログラムです。

●教室型運動ショートプログラム（通所型サービスA－③） 支援

●自己負担額のめやす

1回………………300円

事業

介護予防のための運動や生きがいにつながる活動などを行う
高齢者の集いのひろばです。

●元気いきいきひろば（通所型サービスB） 支援

●自己負担額のめやす

1回…運営者の設定金額

事業

リハビリ専門職等が、病気や退院直後等により、身体機能等が
一時的に低下している人に、運動機能や生活動作、栄養状態等
の改善のため、短期・集中的に関わります。
面談を中心に、3か月間のプログラムを行います。
※短期集中訪問型サービスと一体的に実施します。

●短期集中通所型サービス（通所型サービスC） 支援

●自己負担額のめやす

1回………………300円

事業

支援

※食費やおむつ代は保険の対象になりませんので、別途自己負担となります。
※サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。

※入浴サービスなど、提供するサービスは事業所ごとに異なりますので、詳細は事業所に
　お問い合わせください。

　デイサービスセンターなどの施設へ通い、食事の提供、入浴の介助や日常生活上の支援などを
受けることができます。

通所介護 ～デイサービス～ 介護

（要介護1～5の方）通所介護介護

・看護師や保健師などによる健康チェックや日常生活動作訓練
・移動や排泄の介助、見守りなどのサービス
・レクリエーションなど、高齢者同士の交流

・入浴介助を行った場合
・個別機能訓練を行った場合
・栄養改善のためのサービスを行った場合
・口腔ケアや指導を行った場合

………………………………40円または55円
…………………………56円または85円

………………………200円
…………………150円または160円

が加算されます。

要介護1 
要介護2 
要介護3 
要介護4
要介護5

1回につき
1回につき
1回につき
1回につき
1回につき

655円
773円
896円

1,018円
1,142円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合） 通常規模事業所の場合（7時間以上8時間未満）

これらのサービスは、利用する方の状態にあわせて、デイサービス等で行われます。

● 運動器の機能向上 
　……柔軟体操や筋力低下を防ぐための運動やトレーニング
● 栄養改善  
　……低栄養を予防するための食べ方、食材の選び方の指導
● 口腔ケア 
　……歯みがきや義歯の手入れ、食べることや飲み込む機能を
　　　向上させるための指導
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※食費やおむつ代は保険の対象になりませんので、別途自己負担となります。
※サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。

※入浴サービスなど、提供するサービスは事業所ごとに異なりますので、詳細は事業所に
　お問い合わせください。

　デイサービスセンターなどの施設へ通い、食事の提供、入浴の介助や日常生活上の支援などを
受けることができます。

通所介護 ～デイサービス～ 介護

（要介護1～5の方）通所介護介護

・看護師や保健師などによる健康チェックや日常生活動作訓練
・移動や排泄の介助、見守りなどのサービス
・レクリエーションなど、高齢者同士の交流

・入浴介助を行った場合
・個別機能訓練を行った場合
・栄養改善のためのサービスを行った場合
・口腔ケアや指導を行った場合

………………………………40円または55円
…………………………56円または85円

………………………200円
…………………150円または160円

が加算されます。

要介護1 
要介護2 
要介護3 
要介護4
要介護5

1回につき
1回につき
1回につき
1回につき
1回につき

655円
773円
896円

1,018円
1,142円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合） 通常規模事業所の場合（7時間以上8時間未満）

これらのサービスは、利用する方の状態にあわせて、デイサービス等で行われます。

● 運動器の機能向上 
　……柔軟体操や筋力低下を防ぐための運動やトレーニング
● 栄養改善  
　……低栄養を予防するための食べ方、食材の選び方の指導
● 口腔ケア 
　……歯みがきや義歯の手入れ、食べることや飲み込む機能を
　　　向上させるための指導
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※食費やおむつ代は保険の対象になりませんので、別途自己負担となります。

　介護老人保健施設などの施設へ通い、理学療法士等によるリハビリテーションのほか、食事の
提供や入浴の介助、レクリエーションなどを受けることができます。

通所リハビリテーション ～デイケア～

（要支援1・2の方）介護予防通所リハビリテーション

・医師の指示に基づく、理学・作業療法士によるリハビリテーション
・利用者が参加するレクリエーション

・運動器の機能向上サービスを行った場合……………………225円
・栄養改善のためのサービスを行った場合……………………200円
・口腔ケアや指導を行った場合  ………………150円または160円

要支援1 
要支援2

1か月につき
1か月につき

2,053円
3,999円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

※食費やおむつ代は保険の対象になりませんので、別途自己負担となります。

（要介護1～5の方）通所リハビリテーション介護

・入浴介助を行った場合
・栄養改善のためのサービスを行った場合
・口腔ケアや指導を行った場合
・短期集中的にリハビリテーションを受けた場合

…………………………………40円または60円
…………………………200円

……………………150円または160円
…………………110円

要介護1 
要介護2 
要介護3 
要介護4
要介護5

1回につき
1回につき
1回につき
1回につき
1回につき

757円
897円

1,039円
1,206円
1,369円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合） 通常規模事務所の場合（7時間以上8時間未満）

介護支援

支援

が加算されます。

が加算されます。

※サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。

※サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。
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　養

元気でいきいきと過ごせるように「フレイル予防」を！

介護予防出張講座

すべての高齢者が利用できるサービス

一般介護予防事業

（引用：東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢
フレイル予防ハンドブック）

ドミノ倒しに
　　　ならないように

！

か
ら
だ

　「フレイル」とは、加齢により心身の機
能や活力が低下している状態のことです。
その原因には、食生活の偏りや運動不足の
ほかに、社会との接点がなくなり孤立して
しまうことによる社会的な要因もありま
す。生活範囲が狭くなり、活動量が減少す
ると、ドミノ倒しのように心身の機能低下
が加速してしまいます。
　心身の活力を維持し、元気に暮らしてい
くために、一般介護予防事業を利用し、フ
レイルの予防・改善に取り組んでいきま
しょう。

　介護予防、生活習慣の改善に取り組んでいただくため、その方法を学ぶ機会として、
介護予防出張講座を実施しています。同一団体につき、年2回まで利用可能です。お申込
みは約1か月前までにお願いします。

①転倒骨折予防　②認知症予防　③お口の健康　④栄養改善
⑤生活習慣病予防　⑥排泄トラブルヘの対応
⑦高齢者の健康管理（脱水症予防・感染症予防等）
⑧薬との上手なつきあい方　⑨関節症の方の生活の工夫
⑩ロコモティブシンドローム予防　⑪介護予防事業等に関すること
介護予防に関する専門家（リハビリ専門職、介護福祉士、看護師、
薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士など）
介護予防に興味、関心のある地域の団体（ふれあい・いきいきサロン、
自治会活動、高齢者を含むサークルなど）
無料
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター

【講座メニュー】

【 派 遣 講 師 】

【 対 　 　 象 】

【 利 用 料 金 】
【 問 合 せ 】
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元気でいきいきと過ごせるように「フレイル予防」を！

介護予防出張講座

すべての高齢者が利用できるサービス

一般介護予防事業

（引用：東京大学高齢社会総合研究機構・飯島勝矢
フレイル予防ハンドブック）

ドミノ倒しに
　　　ならないように

！

か
ら
だ

　「フレイル」とは、加齢により心身の機
能や活力が低下している状態のことです。
その原因には、食生活の偏りや運動不足の
ほかに、社会との接点がなくなり孤立して
しまうことによる社会的な要因もありま
す。生活範囲が狭くなり、活動量が減少す
ると、ドミノ倒しのように心身の機能低下
が加速してしまいます。
　心身の活力を維持し、元気に暮らしてい
くために、一般介護予防事業を利用し、フ
レイルの予防・改善に取り組んでいきま
しょう。

　介護予防、生活習慣の改善に取り組んでいただくため、その方法を学ぶ機会として、
介護予防出張講座を実施しています。同一団体につき、年2回まで利用可能です。お申込
みは約1か月前までにお願いします。

①転倒骨折予防　②認知症予防　③お口の健康　④栄養改善
⑤生活習慣病予防　⑥排泄トラブルヘの対応
⑦高齢者の健康管理（脱水症予防・感染症予防等）
⑧薬との上手なつきあい方　⑨関節症の方の生活の工夫
⑩ロコモティブシンドローム予防　⑪介護予防事業等に関すること
介護予防に関する専門家（リハビリ専門職、介護福祉士、看護師、
薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士など）
介護予防に興味、関心のある地域の団体（ふれあい・いきいきサロン、
自治会活動、高齢者を含むサークルなど）
無料
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター

【講座メニュー】

【 派 遣 講 師 】

【 対 　 　 象 】

【 利 用 料 金 】
【 問 合 せ 】
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いきいき百歳体操
　重さの調整が可能なおもりを装着し、椅子に座ってゆっくりと手足を動かす誰にでも
できる体操です。DVDで説明を見ながら行うので、動きを間違う心配もありません。体
操を継続している方々からは、「体力がついた」、「腰や膝の痛みがなくなった」、
「気持ちが明るくなった」等の嬉しい声が寄せられています。「どんな体操か知りた
い」、「一度体験してみたい」という方には、プレゼンテーション（体操の紹介と体
験）を行いますので、お気軽にお問合せください。

・65歳以上の方を含む5人以上のグループ
・週に1回集まり、3か月以上の実施が可能
・実施場所、人数分の椅子が確保できること
自主活動開始から1～4回目、12回目に体操講師を派遣し体操の指導及び
自主活動支援を行います。（※5～11回目は団体のみで運営となります。）
・体力測定（1回目・12回目）・健康チェック支援
・体操の指導　・DVD・おもりの貸し出し等
無料
お住まいの地域を担当する地域包括支援センター
（お住まいの地域のグループに参加希望のある方は、まずは担当地域包括
支援センターにご連絡ください。）

【対象者、実施条件】

【 内 　 容 】

【 費 　 用 】
【 問 合 せ 】

地域住民グループ支援事業
　これから活動を開始しようとする、転倒骨折等の介護予防、健康づくり、体力づくりを
目的とした高齢者の自主活動グループに対して、運営費の一部を補助する事業です。
　詳しくは、山口市社会福祉協議会（TEL：083-934-3538）までお問合せください。

「すこやかボランティア」を始めてみませんか?
　「すこやかボランティア」に登録していただいた市内の18歳以上の方（一部要件あ
り）が、介護保険施設などでボランティア活動を行った場合、活動実績に応じて交付さ
れるポイントを「交付金」または「地域の特色を生かした物品との引換券」に転換する
ことができます。
　ボランティア活動を通じて、介護予防や生きがいづくりを図ってみませんか?

【 対 象 者 】

【転換内容等】

市内に住所がある18歳以上の方（高校生および要介護1から5の認定者は
除きます）
ポイント数に応じて、年間1,000円から5,000円までの「交付金」また
は「地域の特色を生かした物品との引換券」と転換できます。
※「対象となるボランティア活動の範囲」や、「ボランティア受入可能な
介護保険施設等」については、市ウェブサイトをご覧いただくか、高齢福
祉課高齢者支援担当（TEL：083-934-2793）までお問合せください。

市ウェブ
サイト▼

　特別養護老人ホームや老人保健施設、病院などの施設へ短期間入所し、食事、入浴、排泄などの介助や日
常生活上の支援、機能訓練などのサービスを受けることができます。
◎短期入所サービスはあくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。
　短期入所サービスの連続した利用は30日までです。連続して30日を超えない場合であっても、短期入所
サービスの利用日数は、要介護（要支援）認定の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

短期入所生活介護・短期入所療養介護 ～ショートステイ～

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

446円
555円
596円
665円
737円
806円
874円

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

446円
555円
596円
665円
737円
806円
874円

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

523円
649円
696円
764円
838円
908円
976円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）
【従来型個室】 【多床室】　 【ユニット型個室・個室的多床室】

介護老人福祉施設に併設の場合／1日当たり

介護支援

短期入所サービス

（要支援1・2の方）介護予防短期入所生活介護

（要介護1～5の方）短期入所生活介護介護

支援

※これらの費用のほか、食費、滞在費、日常生活費がかかります。

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

577円
721円
752円
799円
861円
914円
966円

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

610円
768円
827円
876円
939円
991円

1,045円

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

621円
782円
833円
879円
943円
997円

1,049円

【従来型個室】 【多床室】　 【ユニット型個室・個室的多床室】

※これらの費用のほか、食費、滞在費、日常生活費がかかります。

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）介護老人保健施設の場合／1日当たり

（要支援1・2の方）介護予防短期入所療養介護

（要介護1～5の方）短期入所療養介護介護

支援

※サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。

※サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。
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　特別養護老人ホームや老人保健施設、病院などの施設へ短期間入所し、食事、入浴、排泄などの介助や日
常生活上の支援、機能訓練などのサービスを受けることができます。
◎短期入所サービスはあくまでも在宅生活の継続のために利用するサービスです。
　短期入所サービスの連続した利用は30日までです。連続して30日を超えない場合であっても、短期入所
サービスの利用日数は、要介護（要支援）認定の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。

短期入所生活介護・短期入所療養介護 ～ショートステイ～

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

446円
555円
596円
665円
737円
806円
874円

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

446円
555円
596円
665円
737円
806円
874円

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

523円
649円
696円
764円
838円
908円
976円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）
【従来型個室】 【多床室】　 【ユニット型個室・個室的多床室】

介護老人福祉施設に併設の場合／1日当たり

介護支援

短期入所サービス

（要支援1・2の方）介護予防短期入所生活介護

（要介護1～5の方）短期入所生活介護介護

支援

※これらの費用のほか、食費、滞在費、日常生活費がかかります。

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

577円
721円
752円
799円
861円
914円
966円

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

610円
768円
827円
876円
939円
991円

1,045円

要支援1 
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

621円
782円
833円
879円
943円
997円

1,049円

【従来型個室】 【多床室】　 【ユニット型個室・個室的多床室】

※これらの費用のほか、食費、滞在費、日常生活費がかかります。

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）介護老人保健施設の場合／1日当たり

（要支援1・2の方）介護予防短期入所療養介護

（要介護1～5の方）短期入所療養介護介護

支援

※サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。

※サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算等の各種加算があります。

－ 26 －



　有料老人ホームなどに入居している方も、食事、入浴、排泄の介助などのサービスを介護保険
で利用することができます。

特定施設入居者生活介護 介護支援

その他のサービス

（要支援1・2の方）介護予防特定施設入居者生活介護

（要介護1～5の方）特定施設入居者生活介護介護

支援

要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

1日につき
1日につき
1日につき
1日につき
1日につき
1日につき
1日につき

182円
311円
538円
604円
674円
738円
807円

●自己負担額のめやす（1割負担の場合）

※食材料費や居室の賃貸借契約に必要となる費
用（家賃・敷金・礼金・共益費等）は、保険
の対象に含まれませんので、事業者に直接ご
確認ください。

※その他の居宅サービス(居宅療養管理指導を
除く)と同時に利用することはできませんの
でご注意ください。

※サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改
善加算等の各種加算があります。

　下記の福祉用具を指定販売業者から購入した場合に、保険給付を受けることが
できます。費用は、一旦全額をお支払いいただき、市に申請すると、自己負担割合に
応じて7割～9割が支給されます。
　※上限額は4月から翌年3月までの1年間につき10万円です。

福祉用具購入費の支給 介護支援

購入の対象となる福祉用具 ※要介護（要支援）認定申請前の購入は対象外となります。
① 腰掛便座
② 自動排泄処理装置の交換可能部品
③ 入浴補助用具【入浴用いすや浴槽用手すり、浴室内すのこなど】
④ 簡易浴槽
⑤ 移動用リフトのつり具の部分
⑥ 排泄予測支援機器

福祉用具購入費受領委任払いについて
　介護保険の利用者が、購入費の1割～3割の自己負担分を
指定販売事業者に支払い、残りの給付金の受領を販売事業者
に委任する方法です。
　受領委任払いを利用する際は、購入前に申請が必要です。
介護保険料を滞納している方は利用できません。

① 福祉用具購入費支給申請書
② 領収書（利用者名のもの）
③ 購入した福祉用具の
　 パンフレットの写し
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　車いすや特殊寝台など、日常生活の自立を助けるための用具を借りることが
できます。レンタル費用の１割～３割が自己負担になります。
　対象の品目は下図のとおりです。

福祉用具の貸与 介護支援

対象となる福祉用具 介護保険で貸与ができる福祉用具は以下の13品目です。

●全国平均貸与価格及び貸与価格の上限について（3か月ごとに更新あり）

※要介護状態により、貸与（レンタル）可能な品目が異なります。

　福祉用具専門相談員は、貸与検討中の商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することが義務付
けられています。事業所ごとに金額が異なるため、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示してもらい
ましょう。
　また、商品ごとに貸与価格の上限が設定されています。それを超えて貸与を行った場合、超過分の福
祉用具貸与費は算定されません。3か月ごとに価格が更新されていますので、下記ウェブサイトにてご
確認ください。

［対象外品目の例外的給付について］
　認定調査項目の結果から貸与の条件を満たす場合や、パーキンソン病、
末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、嚥下障害などの疾患による原因
で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市
が確認した場合については、例外的に給付の対象となる場合があります。
　対象となるかどうかは、担当のケアマネジャーにご相談ください。
　※対象品目は、⑤～⑬の福祉用具になります。※要支援1・2および要介護1～3の方に

ついては尿のみを吸引するものに限る

①手すり ②スロープ ③歩行器 ④歩行補助つえ

⑤車いす ⑥車いす付属品 ⑧特殊寝台付属品

⑨床ずれ防止用具 ⑩体位変換器 ⑪移動用リフト ⑫徘徊感知機器

⑬自動排泄処理装置

⑦特殊寝台

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
４以上

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
２以上

市
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
◀

厚
生
労
働
省

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

◀

【厚生労働省ウェブサイト】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

全国平均貸与価格
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　車いすや特殊寝台など、日常生活の自立を助けるための用具を借りることが
できます。レンタル費用の１割～３割が自己負担になります。
　対象の品目は下図のとおりです。

福祉用具の貸与 介護支援

対象となる福祉用具 介護保険で貸与ができる福祉用具は以下の13品目です。

●全国平均貸与価格及び貸与価格の上限について（3か月ごとに更新あり）

※要介護状態により、貸与（レンタル）可能な品目が異なります。

　福祉用具専門相談員は、貸与検討中の商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することが義務付
けられています。事業所ごとに金額が異なるため、機能や価格帯の異なる複数の商品を提示してもらい
ましょう。
　また、商品ごとに貸与価格の上限が設定されています。それを超えて貸与を行った場合、超過分の福
祉用具貸与費は算定されません。3か月ごとに価格が更新されていますので、下記ウェブサイトにてご
確認ください。

［対象外品目の例外的給付について］
　認定調査項目の結果から貸与の条件を満たす場合や、パーキンソン病、
末期がん、重度のぜんそく発作や心疾患、嚥下障害などの疾患による原因
で福祉用具が必要であると医師が判断し、サービス担当者会議を経て、市
が確認した場合については、例外的に給付の対象となる場合があります。
　対象となるかどうかは、担当のケアマネジャーにご相談ください。
　※対象品目は、⑤～⑬の福祉用具になります。※要支援1・2および要介護1～3の方に

ついては尿のみを吸引するものに限る

①手すり ②スロープ ③歩行器 ④歩行補助つえ

⑤車いす ⑥車いす付属品 ⑧特殊寝台付属品

⑨床ずれ防止用具 ⑩体位変換器 ⑪移動用リフト ⑫徘徊感知機器

⑬自動排泄処理装置

⑦特殊寝台

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
４以上

要介護
２以上

要介護
２以上

要介護
２以上
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【厚生労働省ウェブサイト】
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html

全国平均貸与価格
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住宅改修費の支給 介護支援

① 手すりの取付け
② 段差や傾斜の解消（スロープの設置など）
③ 滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更
④ 開き戸から引き戸等への扉の取替え及びそれに伴う扉の撤去
⑤ 和式便器から洋式便器への取替え等
⑥ その他これらの各工事に付帯して必要な工事
※屋外部分の改修工事も給付の対象となる場合があります。

介護保険の対象となる工事

※ 保険給付の対象となる住宅は、住民票の住所地の住宅です。
※ 新築、増築は対象外です。
※ 施工前の申請が必要です。施工前に市の窓口またはケアマネジャーにご相談ください。

手続きの流れ

●住宅改修費受領委任払いについて

※1回の改修で20万円を使い切らずに、
　数回に分けて使うこともできます。
※引っ越しをした場合や要介護度が著しく
　高くなった場合、再度支給されます。

利用限度額／20万円まで

　介護保険の利用者が、介護保険支給対象の1割～3割の自己負担分を住宅改修事業者に支払い、残りの給付
金の受領を住宅改修事業者に委任する方法です。ただし、介護保険料を滞納している方は利用できません。
　受領委任払いの取扱いをしていない住宅改修事業者もありますので、直接ご確認ください。

●市の窓口やケアマネジャーに相談します。
●できるだけ複数の事業者から見積をとり、内容を検討しましょう。

●工事を始める前に市の窓口に、住宅改修が必要な理由書や申請書、改修予定
箇所の写真(日付入り)等､必要書類を提出し、改修の申請をします。

●市の審査結果を受けてから着工します。
●改修後､写真を撮影します(日付入り)。
●改修費用をいったん全額自己負担して事業者に支払います。

●工事が完了したら、市の窓口に写真（日付入り）や領収書等を提出し、住宅改修費
支給申請をします。

●工事が介護保険の対象であると認められた場合、20万円を上限として、実際
にかかった費用から利用者負担額を除いた額が支給されます。

手すりの取付け

洋式便器への
取替え等

滑りにくい床材・
移動しやすい
床材への変更 段差の解消

開き戸から引き戸等への
扉の取替え（ドアノブの
変更・戸車等の設置）

　居宅での日常生活に支障がないように、住んでいる家に手すりをつけたりスロープ
を設置する等の費用に対して、自己負担割合に応じて7割～9割分を支給します。

相談･検討

申　　請

工事･支払い

支給申請

支　　給
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13  介護保険施設に入所（入院）するサービス

　介護保険施設に入所（入院）した場合は、サービス費用の1割～3割を利用料として自己負担する
ほか、居住費（ショートステイの場合は滞在費）と食費についても、在宅の場合と同様にご負担いただ
きます。
 ※具体的な居住費（滞在費）や食費の金額は、利用者と施設の契約によって定められます。

◆ 居住費（滞在費）…室料と光熱水費相当額のことです。
◆ 食　費………………食材料費相当額および調理費相当額のことです。
※このほかに、日常生活費、特別な室料がかかる場合があります。

施設の入所にかかる費用

施設やショートステイの居室の種類
施設の居室には4つの種類があり、それぞれの居室で利用料も異なります。

◎ユニット型個室
　　少人数で利用する共同生活室のまわりに個室が配置されています。
　　共同生活室では、入所者同士が家庭的な雰囲気で交流できます。

◎ユニット型個室的多床室（ユニット型準個室）
　　既存の居室をユニット型個室に改装したものです。

◎従来型個室
　　ユニットに属していない個室です。

◎多床室
　　2名～4名の入所者で利用する居室（相部屋）です。

自己負担額
（サービス費用の１割～3割）

（サービス費用の7割～9割）
保険給付費

居住費（滞在費）

食　　費

日常生活費
特別な室料　など

所得の低い方に対しては、居住費（滞在費）、食費の利用者負担の軽減制度があります
（45・46ページ参照）。

施設の入所にかかる費用
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